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令和８年北九州市二十歳の記念式典イベント企画支援業務 

公募型プロポーザル 実施説明書 

  

 

１ 業務委託名  

令和８年北九州市二十歳の記念式典イベント企画支援業務 

  

２ 業務概要  

令和８年１月に開催される『北九州市二十歳の記念式典』において、エンター

テイメントの力を活用し、「日本一若者を応援するまち」の具現化、式典におけ

る新たな付加価値の創造を実現するため、エンターテイメント企画及びＭＣ、ア

ーティスト等のキャスティング業務の支援等を行うもの。 

 

３ 履行期間  

契約締結日から令和８年１月３１日（土）まで  

  

４ 事業者選定について  

公募型プロポーザル方式により受託候補者を特定するものとし、審査委員会によ

る審査（以下、「審査会」という。）を行う。  

審査会に参加する事業者は、以下の要領で「企画提案書」及び「見積書」等を提

出し、後日、提出書類について書面審査を実施する。  

審査会は、「企画提案書」及び「見積書」等の内容を審査し、最も高い評価を得

た企画を提案した事業者１者を受託候補者として特定する。 

  

５ 予算上限額  

７，０００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を含む） 

６ 参加資格 

（１）参加資格の要件 

次の各号のいずれにも該当する者であること。   

ア 地方自治施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

しない者であること。  

イ 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則

（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名簿に記載さ

れていること。または、現に入札資格審査申請済みであり、有資格者名簿に

登載されていることを確認できるもの。  

ウ 北九州市から指名停止を受けている期間中でないこと。  

エ 法人税及び事業所所在地における地方税（法人住民税、事業税等）が未納

でない者。  

オ 受託候補者に選定された場合、履行期限内に当該業務の履行完了が可能な

体制にあり、提案書提出時の担当者が当該業務を担当できること。  

カ 個人情報や企業情報等の情報セキュリティについて、社内ルールや法令順

守（コンプライアンス）の仕組みが整備されていること。  
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キ 法人登記簿上の本店若しくは本社が市内にある有資格業者又は主たる事業

所が市内にある有資格業者であること（市内企業）。又は、市内にある支店、

営業所等の長等に本市との契約に関する権限を委任している有資格者（ただ

し、本市調査により、支店、営業所等としての実態がないと認められた者を

除く。）であること（準市内企業）。 

 

 （２）参加資格の喪失 

参加希望者が受託候補者の特定の日までに、次のいずれかに該当することに

なった場合は、本プロポーザル参加資格を失うものとし、また、すでに提出さ

れた提案は無効とする。  

ア 前項に規定する参加資格の要件を満たす者ではなくなったとき 

イ 不正な利益を図る目的で委員会の委員等と接触したとき 

ウ 提案書に虚偽の記載をしたことが判明したとき 

エ その他審査結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為等があったとき  

  

７ 実施スケジュール  

令和７年 

〃 

８月 ４日（月）正午 

８月 ６日（水） 

質問書受付締切 

質問回答予定日 

〃 

〃 

〃 

〃 

 

８月１３日（水）正午 

８月２０日（水）１７時 

８月下旬 

８月下旬 

 

参加表明書提出締切 

企画提案書提出締切 

審査会（書面審査）実施・審査集計 

結果通知 

※各実施日は、都合により変更する場合がある。  

 

８ 質問  

本プロポーザル実施説明書及び業務仕様書に関する質疑については、質問書（様

式３）の提出によるものとする。 

（１）提出期限 令和７年８月４日（月） 正午 

（２）提出方法 電子メール 

 件名冒頭に【イベント企画支援業務】と明記の上、送信すること。 

※送信確認のため、必ず「担当・問合せ・提出先」に記載している担当者へ電

話連絡を行うこと。 

（３）提出先  「１７ 担当・問合せ・提出先」参照 

（４）質問への回答 

質問者を明示せず、回答を参加申込者全員へメールするとともに、市ホーム

ページに掲載する。ただし、質問又は回答の内容が、質問者の具体の提案内容

に密接に関わる場合は、質問者に対して個別に回答する。 

（５）回答予定日 令和７年８月６日（水） 

  

９ 参加表明書について  

参加を希望する事業者は、参加資格者の要件を確認の上、参加表明書（様式１）

に必要事項を記入して提出すること。 

（１）提出期限 令和７年８月１３日（水） 正午 （必着） 
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（２）提出方法 電子メール 

（３）提出先  「１７ 担当・問合せ・提出先」参照 

件名冒頭に【イベント企画支援業務】と明記の上、送信すること。 

※送信確認のため、必ず「１７ 担当・問合せ・提出先」に記載している担当

者へ電話連絡を行うこと。 

（４）その他 

期限内に参加表明書の提出のない者は本プロポーザルへの参加を認めない。 

なお、参加表明後、企画提案を取りやめる場合は辞退届（様式２）の提出を必要

とする。 

 

１０ 企画提案書及び見積書の提出について  

参加表明者は、期限までに下記の書類を提出すること。なお、提出された書類は

返却しない。また、提案にかかる費用については事業者の負担とする。 

（１）提出書類  

ア 企画提案書表紙（様式４のとおり）  

イ 企画提案書（様式自由）  

・Ａ４横、片面刷り、上限１０枚とする。  

・記載する内容は、「１１ 企画提案書の記載事項について」のとおり。 

ウ 見積書（様式自由）  

・企画提案する内容に係る経費の内訳が明確にわかるよう詳細に記載すること。 

・金額は円単位とし、消費税及び地方消費税相当額を抜いた額及び含む額の金

額を記入すること。 

・提出された見積書は評価項目の１つではあるが、契約金額は受託候補者決定

後に具体的な内容を確定して決定する。 

※見積額が予算を超えた場合、失格とする。  

（２）提出方法等  

・メールで提出。直接添付もしくはオンラインストレージでも可。 

・ファイル形式はＰＤＦ形式にて提出すること。 

・正本及び副本の２種とし、副本については、社名・所在地等提出事業者が特

定できる情報は削除するか隠すこと。 

・件名冒頭に【イベント企画支援業務】と明記の上、送信すること。 

・ファイル名を【貴社名＿様式名（社名あり）】【貴社名＿様式名（社名なし）】

とすること。  

※送信確認のため、必ず「１７ 担当・問合せ・提出先」に記載している担当

者へ電話連絡を行うこと。 

（３）提出先  「１７ 担当・問合せ・提出先」参照 

（４）提出期限  令和７年８月２０日（水） １７時（必着） 

※提出の期限を過ぎた場合、失格とする。  
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１１ 企画提案書の記載事項について  

企画提案書に記載する内容は、図や表、イラストなどを用いて、わかりやすく簡

潔に記載し、以下の項目を含めること。また、専門用語を使用する場合は、注釈を

つけること。 

 

項 目 内 容 

① 業務の基本方針 
業務を実施するにあたり、その目的と効果などの基本方針

を記載すること。 

② 
開場から式典開

式までの演出 

開場から式典開式の 1 時間、式典参加者の期待感やわくわ

く感の向上をどのように演出するか記載すること。 

③ 
オープニングム

ービー制作支援 

実行委員が企画・制作するオープニングムービーの制作支援

について、どのようなサポートができるか記載すること。 

④ 
ＭＣのキャステ

ィング 

記念式典全体（エンターテイメント企画含む）を進行するＭＣ

（案）について記載すること。

⑤ 

アーティスト等

のキャスティン

グ 

記念式典におけるエンターテイメント企画、出演アーティ

スト（案）について記載すること。 

⑥ 業務推進体制 
業務実施にあたり、必要な業務スケジュール、人員・役割分

担体制について具体的に記載すること。 

⑦ 
過去の業務実績

など 

同種業務受託実績のうち、次の条件全てを満たすものを

記載すること。 

ア 1 件あたりの契約金額が、本業務予算上限額の５割以

上の契約であること 

イ 本業務と類似する契約であること 

ウ 国（独立行政法人、国立大学法人及び特殊法人を含

む）又は地方公共団体（地方独立行政法人、北九州市が

出資する公社等を含む）の発注に係るもの 

エ 履行実績が過去２年間以内であること 

  ※ＭＣ、アーティスト等の選定、企画案については、予算内で実現可能と思われ

る現時点の案を提示すること。 

  ※ＭＣ、アーティスト等の選定、企画案については、市と十分協議の上決定し、

交渉を開始すること。 

 

１２ 審査  

審査は、提出された企画提案書及び見積書に基づいて審査会による書面審査を行

い、受託候補者を特定する。 

（１）審査方法 
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ア 「令和８年北九州市二十歳の記念式典イベント企画支援業務のプロポーザル

方式採用に係る審査委員会（審査員５名）」により決定する。 

イ 審査員は、評価基準表に従い、提出された企画提案書、見積書（いずれも社

名を伏せた状態）を踏まえて審査する（合計１５０点満点）。 

ウ 集計結果をもとに、参加業者の順位を決め、最優秀提案者を決定する。同点

の場合、別紙「評価基準表」2．業務内容の（３）から（４）の合計点数が高

い者を選定する。 

エ ウが同点の場合、見積金額の最も低い者を選定するものとし、見積金額の最

も低い者が複数の場合は、審査会にて提案書の再審査を行う。 

オ 提案者が 1 者の場合、各委員の評価点の合計点数が４５０点（６割）を超え

ていることを選定の基準とする。 

（２）評価項目・基準・配点 

別紙「評価基準表」参照 

（３）審査会（書面審査）の実施 

企画提案書及び見積書の内容について、書面審査を実施する。 

日時   令和７年８月下旬 

（４）受託候補者の選定 

欠格者を除き、評価点の最も高い提案者を受託候補者として選定し、随意契約

の交渉を行う。ただし、その者と合意に至らなかった場合は、次に評価点の高い

者から順に交渉を行う。 

 

１３ 審査結果の通知 

受託候補者を特定したときは、提案者全員に次の事項を通知する。 

（１）受託候補者として特定した又は受託候補者として特定されなかった旨 

（２）当該提案者の順位及び点数 

（３）受託候補者として特定されなかった提案者については、その理由について所

定の期限までに説明を求めることができる旨 

 

１４ 審査結果の公表 

受託候補者を特定した場合は、市ホームページに次の事項を公表する。 

（１）受託候補者の商号又は名称 

（２）提案者数 

（３）提案者（受託候補者のみ商号又は名称を表示）の評価結果 

（４）審査委員会の委員（外部委員を含む）の氏名及び職名（職業） 

（５）審査会における主な意見 

 

１５ 受託候補者との契約締結 

（１） 市は、審査結果の通知後に、受託候補者と当該業務委託に係る詳細について

必要な協議を行う。この協議において、企画提案書に記載した提案内容について、

受託候補者からの変更は原則認められない。ただし、市に不利にならない変更で

あって、公募型プロポーザル方式の公平性、透明性及び競争性に影響を及ぼさな

いものについては除く。 

（２） 協議が整った場合は、受託候補者から改めて見積書を徴収し、見積書を精査

の上、随意契約による契約の締結を行う。 
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（３） 契約保証金は、契約額の１００分の５以上の額とする。ただし、契約の相手

方が、北九州市契約規則（以下「契約規則」という。）第２５条第７項第１号又

は第３号に該当する場合は免除する。 

（４） 受託候補者と契約締結に至らなかった場合は、次順位者を新たな受託候補者

として手続きを進める。受託候補者が契約締結の日までに本市から指名停止を受

けた場合も同様。 

（５） 受託候補者が「６（２）参加資格の喪失」に該当することが判明した場合は、

受託候補者としての資格を取り消す。この場合は、上記（４）と同様に処理を行

う。 

（６） その他、本書に定めのない事項は、関係法令及び契約規則などの関係規定の

定めに従い処理する。 

 

１６ その他注意事項 

（１） 提案に係る経費については、提案事業者の負担とする。なお、提出された

書類は返却しない。 

（２） 企画提案書を提出した後は、実施要項、仕様書等の資料についての不明を

理由として異議を申し立てることはできない。 

（３） 参加表明書の提出後、希望があれば辞退することが可能。この場合でも、

以後、不利益な取り扱いを受けることはない。提案を辞退する場合は、電子メー

ルで辞退届（様式２）を提出すること。 

 

１７ 担当・問合せ・提出先 

北九州市都市ブランド創造局ＭＩＣＥ・メディア芸術課 

（担当：加地・藤田） 

 

≪令和７年８月８日（金）まで≫ 

〒８０２－０００１ 北九州市小倉北区浅野３丁目８番１号ＡＩＭビル４階 

電話：０９３－５５１－８１５２ 

E-mail：  brand-mice@city.kitakyushu.lg.jp    

 

≪令和７年８月１２日（火）以降≫ 

〒８０３－８５０１ 北九州市小倉北区城内１番１号 

電話：０９３－５５１－８１５２ 

E-mail：  brand-mice@city.kitakyushu.lg.jp    
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